
 

野田市告示第１４３号 

 

 野田市地域排水整備事業補助金交付規則（平成３年野田市規則第３３号）の

施行に関し必要な様式のひな型を別紙のとおり定め、令和５年４月２１日から

適用する。 

 

 令和５年４月２６日 

 

                 野田市長  鈴 木  有 

 

 

 



 

年  月  日 

   (宛先)野田市長 

自治会長又は申請代表者 

住 所          

氏 名          

電話番号          

野田市地域排水整備事業補助金交付申請書 

  地域排水整備について、野田市地域排水整備事業補助金交付規則第6条の規定により

関係書類を添えて申請します。 

記 

 1 施行土地の表示 

 (1) 公道  (2) 私道  (3) 私有地  (4) 既設水路 

   (いずれかを○で囲む) 

 2 事業概要 (明確に記載) 



 

年  月  日 

   (宛先)野田市長 

承 諾 書 

  私(たち)が権利を有する、次の土地を今後とも地域排水施設に供すること及び排水の

工事を行うこと並びに当該工事完了後、適切な維持管理をすることについて、異議なく

これに同意します。 

記 

土地の表示 権利の別 住 所 氏 名 印 備 考 

            

            

            

 民地利用なる場合及びポンプ排水施設の場合 



 

収 入

印 紙 

年  月  日 

住 所          

氏 名           

委 任 状 

  私(たち)は、上記の者を代理人に定め、下記の権限を委任します。 

記 

        番から       番までの土地に係る私有地のうち、所有権等の権

利を有する部分について、野田市地域排水整備事業補助金交付規則の規定により事業の

申請及びこれに付帯する事項 

区分 住 所 氏 名 印 

1 
      

2 
      

3 
      

4 
      

5 
      

6 
      

7 
      

8 
      

9 
      

 



 

年  月  日 

   (宛先)野田市長 

住 所          

氏 名          

確 約 書 

  私は、次の土地に係る排水事業に関する野田市地域排水整備事業補助金交付規則第6

条第2項に掲げる承諾書及び委任状並びに同規則第11条に規定する排水整備事業補助金

交付について、一切責任をもって処理いたします。 

記 

 土地の表示 

 1 私有地(私道)         番から        番まで 

 2 公 道             〃          〃 

 3 水路敷地            〃          〃 

  (いずれかを○で囲む) 



 

指令 第  号 

年  月  日 

   自治会長 
            様 
   代 表 者 

野田市長        ○印  

  野田市地域排水整備事業補助金

交付決定(申請却下)通知書 

  

    年  月  日付で申請のあった地域排水整備事業補助金について、次のとおり

決定(申請却下)したので野田市地域排水整備事業補助金交付規則の規定により通知しま

す。 

記 

 1 交付決定 

 (1) 補助金交付決定額             円 

   支払方法 銀行等の口座振替払になりますので同封の補助金請求書及び債権者

登録申出書を提出してください。 

 2 申請却下 

  理 由 

 

 

 

 



 

年  月  日 

   (宛先)野田市長 

申請者 住 所          

氏 名          

工 事 完 了 届 

    年  月  日付で補助金交付決定をいただきました地域排水整備事業につきま

して工事が完了しましたので報告します。 



 

年  月  日 

   (宛先)野田市長 

申請者 住 所          

氏 名        印 

補 助 金 請 求 書 

    年  月  日付指令   第   号をもって交付決定のあった地域排水整備

事業補助金について、野田市地域排水整備事業補助金交付規則第11条の規定により、下記

のとおり請求します。 

記 

  補助金請求額          円 

振

込

先 

銀行       支店 
口 座 名 義 

 氏 名 預
金
種
類 

普 通   当 座 

 住 所 

 電 話 

口
座
番
号 

  

 


